
都市計画道路宮内新横浜線及び高田日吉線の
 都市計画市素案について

平成２４年９月１３日

横 浜 市

建 築 局 都 市 計 画 課
道路局企画課都市計画道路担当



■説明内容

１
 

都市計画変更に至った経緯について

～
 

都市計画道路網の見直しの経緯と概要
 

～

２
 

都市計画市素案について

都市計画道路宮内新横浜線及び高田日吉線

の一部区間の変更

３
 

今後の手続の流れについて
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■都市計画道路網の見直しの必要性について

現在の都市計画道路の多くが
昭和４０年代までに都市計画決定

この間、都市構造や社会状況
 などの様々な面で変化

これらに適切に対応する必要がある

平成14年8月
 

社会資本整備審議会の中間答申

都市計画道路の追加、廃止、現状維持など
必要な見直しを早期に実施する必要がある
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■都市計画道路網の見直しの必要性について

未着手の幹線街路を対象として、将来を見据えつつ、

・全市的な観点から骨格的な道路網の検証

・地域的な観点から個別路線・区間の必要性を検証

未着手の幹線街路を対象として、将来を見据えつつ、

・全市的な観点から骨格的な道路網の検証

・地域的な観点から個別路線・区間の必要性を検証

都市計画道路網の見直し

横
浜
市
で
は

そ
こ
で
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■見直しの経緯

個別路線等

 の都市計画

 素案の作成

 と都市計画

 手続

H17年度

市民の意見
（H17.9）

小委員会
個
別
の
路
線
・区
間
の

都
市
計
画
変
更

個
別
の
路
線
・区
間
の

都
市
計
画
変
更

見
直
し
の
素
案
（
公
表
）

見
直
し
の
素
案
（
公
表
）

見
直
し
の
素
案
（案
）

見
直
し
の
素
案
（案
）

見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
（案
）

見
直
し
の
方
向
（案
）

見
直
し
の
方
向
（案
）

答

 

申

答

 

申

都
市
計
画
審
議
会
に
諮
問

都
市
計
画
審
議
会
に
諮
問

見
直
し
の
方
向
（確
定
）

H16年度

H17.1

見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
（確
定
）

見
直
し
の
基
本
的
な
考
え
方
（確
定
）H16.7

市民の意見
（H16.10）

H17.8 H18.2

市民の意見
（ﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ）

（H19.2）

市民の意見
（H20.1～

H20.3）

市民の意見

H19年度H18年度

H19.1

優先整備路線

H19.5

H20年度以降

H19.12 H20.5

H16年度 H17年度 H18年度 H19年度
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■横浜市内の都市計画道路の状況

都市計画道路の計画延長：
 

平成18年度末時点

（自動車専用道路等を除く）

整備済延長：
 約４３４㎞(約６割)

未着手延長：約１９６㎞(約３割)

事業中等の延長：
 約５９㎞(約１割)

約６８９km
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■見直しの素案

整備済・事業中

未着手（見直し対象）

見直し対象：７１路線

約１９６ｋｍ

円滑な移動の確保などの視点からの必要性の検証

周辺環境・土地利用との整合

既存道路の有効活用のチェック・・・・・など

6
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■見直しの素案

存
 

続
 

：６４路線・区間
約１７３ｋｍ

廃止候補

追加候補

変更候補

存 続

凡 例

7
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■見直しの素案

変更候補：１４路線・区間
約１３ｋｍ

廃止候補

追加候補

変更候補

存 続

凡 例

8
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■見直しの素案

追加候補：３路線
約６ｋｍ

廃止候補

追加候補

変更候補

存 続

凡 例

9
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■見直しの素案

廃止候補：７路線・区間
約１０ｋｍ

廃止候補

追加候補

変更候補

存 続

凡 例

10
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■見直しの結果

パターン 路線数 延長

存 続 ６４路線 約１７３ｋｍ

変更候補 １４路線 約１３ｋｍ

追加候補 ３路線 約６ｋｍ

廃止候補 ７路線 約１０ｋｍ

見直し後の延長

約１９１ｋｍ

（見直し前約１９６ｋｍ）

11
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手続完了合計１０路線

廃止候補５路線
変更候補５路線

⑦

 

大口線

④

 

奈良１号線

⑤

 

鶴見師岡線

⑥

 

川上川島線

②

 

日吉元石川線

■取組状況（完了）

④ ⑤

⑥

⑦10

13

②
3

12

瀬谷地内線10

大田神奈川線13

日吉元石川線3

鶴見三ツ沢線8

保土ケ谷二俣川線14

14

8

手続中

 
合計２路線

手続中２路線
①

 

上永谷戸塚線

③

 

磯子浜松町線

①

③
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取組み状況

■取組状況

⑦

④

⑤

⑥

10

13

12 ２

今回の手続

変更候補

12

２

３
②

８

14

①

③

宮内新横浜線
高田日吉線



■説明内容

１
 

都市計画変更に至った経緯について

～
 

都市計画道路網の見直しの経緯と概要
 

～

２
 

都市計画市素案について

都市計画道路宮内新横浜線及び高田日吉線

の一部区間の変更

３
 

今後の手続の流れについて
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川崎市界
日吉元石川線

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄ブルーライン

第
三

京
浜

川崎町田線

環
状

2号
線

新横浜駅

高田駅

日吉駅

東
急

東
横

線

起点：港北区下田町六丁目
（川崎市界)

0 500
m

■位置図
 

宮内新横浜線

ＪＲ横浜線

宮
内
新
横
浜
線

終点：港北区新横浜二丁目
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川崎市界
日吉元石川線

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄ブルーライン

高田駅

日吉駅

東
急

東
横

線

■路線の現在の計画概要
 

宮内新横浜線
起点：港北区下田町六丁目

（川崎市界)

宮
内
新
横
浜
線

新羽町

名 称 ３・３・２４号宮内新横浜線

延 長 約６,５１０ｍ

代表幅員 ２２ｍ（４車線）

川崎町田線

環
状

2号
線

第
三

京
浜

0 500
m

新横浜駅

ＪＲ横浜線

終点：港北区新横浜二丁目



第
三

京
浜
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川崎市界
日吉元石川線

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄ブルーライン

川崎町田線

新横浜駅

高田駅

日吉駅

東
急

東
横

線

終点：港北区新横浜二丁目

■路線の整備状況
 

宮内新横浜線
起点：港北区下田町六丁目

（川崎市界)

宮
内
新
横
浜
線

名 称 ３・３・２４号宮内新横浜線

延 長 約６,５１０ｍ

代表幅員 ２２ｍ（４車線）
東

急
東

横
線

約1,480ｍ
未着手区間

整備済区間

約1,310ｍ
事業中区間

整備済区間

0 500
m

環
状

2号
線

約210ｍ

約3,510ｍ

ＪＲ横浜線



第
三

京
浜
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川崎市界
日吉元石川線

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄ブルーライン

川崎町田線

新横浜駅

高田駅

日吉駅

東
急

東
横

線

終点：港北区新横浜二丁目

■都市計画の変更の考え方
 

宮内新横浜線
起点：港北区下田町六丁目

（川崎市界)

宮
内
新
横
浜
線

名 称 ３・３・２４号宮内新横浜線

延 長 約６,５１０ｍ

代表幅員 ２２ｍ（４車線）
東

急
東

横
線 0 500

m

環
状

2号
線

ＪＲ横浜線

変更箇所



宮
内
新
横
浜
線

川崎市界

川崎市高津区

県
道
子
母
口
綱
島

■都市計画の変更の考え方
 

宮内新横浜線

港 北 区

0 20
m

凡 例

現在の都市計画線

変更後の都市計画線

川崎市都市計画線

現道

変
更

区
間

延
長

約
１
８
０
ｍ

19



川崎市界

■変更区間
 

宮内新横浜線

県
道
子
母
口
綱
島

川崎市高津区

港 北 区

変
更

区
間

延
長

約
１
８
０
ｍ

0 20
m

平成２４年１月撮影
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川崎市界
日吉元石川線

市営地下鉄グリーンライン

市営地下鉄ブルーライン

第
三

京
浜

川崎町田線

環
状

2号
線

高田駅

日吉駅

東
急

東
横

線

起点：港北区下田町六丁目
（川崎市界)

宮
内
新
横
浜
線

新羽町

日吉元石川線

名 称 ３・３・２４号宮内新横浜線

延 長 約６,５１０ｍ

代表幅員 ２２ｍ（４車線）

○起点の位置及び区域の変更

○路線の延長及び代表幅員、車線の数

0 500
m

新横浜駅

終点：港北区新横浜二丁目

ＪＲ横浜線

■都市計画変更の概要
 

宮内新横浜線
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■位置図
 

高田日吉線

日吉元石川線

日吉駅

川崎市界

高田駅
宮

内
新

横
浜

線

市
営

地
下

鉄
グリーンライン

起点：港北区高田町
（川崎市界）

高田日吉線

終点：港北区日吉三丁目
（川崎市界）

東
京

丸
子

横
浜

線

0 250
m

東
急

東
横

線
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日吉元石川線

日吉駅

高田駅
宮

内
新

横
浜

線

市
営

地
下

鉄
グリーンライン

（１
６
）

起点：港北区高田町
（川崎市界）

高田日吉線

終点：港北区日吉三丁目
（川崎市界）

東
京

丸
子

横
浜

線

23

■路線の現在の計画概要
 

高田日吉線

（１６） 下田町一丁目

名 称 ３・５・１１号

 
高田日吉線

延 長 約４,０５０ｍ

代表幅員 １５ｍ

起点：港北区高田町
（川崎市界）0 250

m

川崎市界
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日吉元石川線

日吉駅

高田駅
宮

内
新

横
浜

線

市
営

地
下

鉄
グリーンライン

（１
６
）

起点：港北区高田町
（川崎市界）

高田日吉線

終点：港北区日吉三丁目
（川崎市界）

東
京

丸
子

横
浜

線

24

■路線の整備状況
 

高田日吉線

（１６） 下田町一丁目

名 称 ３・５・１１号

 
高田日吉線

延 長 約４,０５０ｍ

代表幅員 １５ｍ

起点：港北区高田町
（川崎市界）

全線未着手

0 250
m

川崎市界
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日吉元石川線

日吉駅

高田駅
宮

内
新

横
浜

線

市
営

地
下

鉄
グリーンライン

（１
６
）

起点：港北区高田町
（川崎市界）

高田日吉線

終点：港北区日吉三丁目
（川崎市界）

東
京

丸
子

横
浜

線
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■都市計画の変更の考え方
 

高田日吉線

（１６） 下田町一丁目

名 称 ３・５・１１号

 
高田日吉線

延 長 約４,０５０ｍ

代表幅員 １５ｍ

起点：港北区高田町
（川崎市界）0 250

m

川崎市界



■都市計画の変更の考え方
 

高田日吉線

川崎市界
川崎市高津区

港北区

凡 例

現在の都市計画線

変更後の都市計画線

川崎市都市計画線
0 30

m

変
更

区
間

延
長

約
３
４
０
ｍ



変更区間１０■変更区間
 

高田日吉線

変
更

区
間

延
長

約
３
４
０
ｍ

川崎市界
川崎市高津区

港北区

0 30
m平成２４年１月撮影
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日吉元石川線

東
急

東
横

線

日吉駅

高田駅
宮

内
新

横
浜

線

市
営

地
下

鉄
グリーンライン

（１
６
）

起点：港北区高田町
（川崎市界）

高田日吉線

終点：港北区日吉三丁目
（川崎市界）

東
京

丸
子

横
浜

線

28

■高田日吉線
 

都市計画変更の概要

高田駅宮
内

新
横

浜
線

変更前 変更後

延 長 約4,050ｍ

代表幅員 15ｍ 15ｍ

車線数 未決定

約4,080ｍ

２車線

○路線の延長及び代表幅員、車線の数

○起点の位置及び区域の変更

川崎市界

0 250
m
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標準断

 
面22ｍ■都市計画施設の区域内の建築許可

◎◎建築許可について建築許可について

都市計画施設の区域内で都市計画施設の区域内で建築物建築物の建築を行う場合の建築を行う場合

都市計画法第５３条の都市計画法第５３条の手続手続が必要が必要

今回の都市計画変更により今回の都市計画変更により

都市計画都市計画道路道路の区域にの区域に追加された場合追加された場合

⇒⇒
 

都市計画法都市計画法第第５３条の５３条の手続手続がが必要必要

都市計画都市計画道路道路の区域からの区域から除外された場合除外された場合

⇒⇒
 

都市計画法都市計画法第第５３条の５３条の手続手続はは不要不要



■説明内容

１
 

都市計画変更に至った経緯について

～
 

都市計画道路網の見直しの経緯と概要
 

～

２
 

都市計画市素案について

都市計画道路宮内新横浜線及び高田日吉線

の一部区間の変更

３
 

今後の手続の流れについて



■今後の手続の流れ

都
市
計
画
市
素
案
の
説
明
会

都
市
計
画
市
素
案
の
縦
覧

公

 
聴

 
会

都
市
計
画
案
の
作
成

都
市
計
画
案
の
公
告
・
縦
覧

都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
変
更
の
告
示

今回の
説明会

意見書の受付
【縦覧期間中】２週間

今後の手続の流れ

公述申出の受付
【縦覧期間中】２週間

31
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■今後の手続の流れ

※港北区区政推進課
「都市計画市素案の写し」をご覧になれます。
（午前８時４５分から午後５時まで）

※建築局都市計画課のホームページで
「都市計画市素案の概要」をご覧になれます。

■縦覧期間
 

平成２４年９月１４日(金)～９月２８日(金)
（土・日・祝日を除く

 
）

■
 

場
 

所
 

横浜市
 

建築局
 

都市計画課
午前８時４５分～午後５時１５分

都市計画市素案の縦覧
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■今後の手続の流れ

■受付期間
平成２４年９月１４日(金)～９月２８日(金) 

■対象者
・横浜市民、都市計画市素案に係る利害関係人

 
など

■申出方法
・書面による提出（郵送または持参）

指定の公述申出書（ホームページ等で入手可）に記入の上、
９月２８日（金）必着で、建築局都市計画課へ
受付時間：土・日・祝日を除く開庁時間

・電子申請
建築局都市計画課ホームページから手続可能

（９月２８日（金）午後５時１５分まで）
メンテナンス時間中（不定期）は利用不可

公述申出
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■開催日

平成２４年１０月１５日(月)

午後７時～午後９時

（公述する方の人数によっては、終了時間は早まります）

下田小学校コミュニティスクール１Ｆ研修室

■公述申出が提出された場合のみ開催します。

■今後の手続の流れ

公聴会

※公聴会開催の有無については、１０月２日（火）に 建築局
都市計画課ホームページに掲載予定
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